
憲法の未来

　２０１８年３月１０日 
１３：００〜１５：００ 
 （開場 １２：３０） 

　フェニックスプラザ・大ホール 
　　（福井県福井市田原１−１３−６　電話０７７６−２０−５０６０）　 

主催  福井弁護士会 

福井弁護士会 
http://fukuben.or.jp 
電話 ０７７６−２３−５２５５

福井弁護士会憲法講演会
入場 
無料

安倍首相が憲法９条に自衛隊を明記する「改憲」に意欲を示すなど，憲法改正論議が注目を集めて

います。 

　自衛隊を憲法に明記すると，何が変わるのか？そもそも憲法とは何なのか？「報道ステーション」

などテレビでもおなじみ，気鋭の憲法学者である木村草太さんと，一緒に考えてみたいと思います。

ご注意 会場の駐車場は有料です。

プロフィール 
1980年生まれ。東京大学法学部卒。同助手を経て、現在、首都大学東京教授。
テレビ朝日系列『報道ステーション』のコメンテータなど、メディア出演も多
数。「憲法の条件―戦後70年から考える」（共著・ＮＨＫ出版新書）「集団的
自衛権はなぜ違憲なのか」（晶文社）「憲法という希望」（講談社現代新書）
「憲法の新手」（沖縄タイムス出版）など多数の著書がある。

木村草太さん講師

土
お問合せ先


